
第 17 回 公益法人の会計に関する研究会 

 

 

議  事  次  第 

 

平成 27 年 10 月 2 日（金）10：00～12：00 

                  内閣府公益認定等委員会事務局 第 1 会議室 

 

 

１  本年度の研究会の運営について 
 

【資料 1－1】平成 27 年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討について 

（第 324 回 公益認定等委員会資料（27 年 8 月 7 日）） 

【資料 1－2】平成 27 年度 公益法人の会計に関する研究会の構成員について 

（第 325 回 公益認定等委員会資料（27 年 8 月 28 日）） 

【資料 1－3】平成 27 年度の検討課題とスケジュール（案） 

【資料 1－4】公益法人の会計に関する研究会運営要領 

（平成 25 年 8 月 5 日公益法人の会計に関する研究会申合せ） 

 

２  公益法人の制度会計についてのアンケート結果（速報） 
 

【資料 2】公益法人の制度会計についてのアンケート結果（速報） 

 

３  公益法人会計基準で明示されていない会計事象への対応 
 

【資料 3－1】公益法人会計基準に明示されていない新たな会計事象への 

対応の基本的な考え方（日本公認会計士協会提出資料） 

【資料 3－2】企業会計基準の公益法人への適用の要否について 
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平成 27 年度の検討課題とスケジュール 

 

 

「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」（27.3.26 当研究会報告書。

以下「研究会報告書」）において日本公認会計士協会（以下「会計士協会」）との連携・協力

の下に検討を進めることとされていた事項について、同協会における検討

の進捗に応じ、以下のスケジュールにより検討を進める。 

 

 

第 1 回（10 月 2 日） 

【テーマ】公益法人会計基準で明示されていない会計事象への対応 

企業会計の基準を公益法人にも求めることが、利害関係人への適

正開示、監督上の必要性、法人の負担等の点に照らして必要か。 

（例） 

ⅰ）金融商品の状況、時価等に関する詳細な注記を記載するこ

ととすべきか。 

ⅱ）財務諸表について会計方針の変更や誤謬の訂正が行われた 

場合、過年度分についても遡って訂正させ、内閣府に改めて

提出させることとすべきか。 

 

 

第 2 回（10 月下旬～11 月上旬） 

【テーマ】法人類型ごとの適用する会計基準の明確化 

旧公益法人制度下で策定された平成 16 年会計基準から、新公

益法人制度下で策定された平成 20 年会計基準に円滑に切替えが

進むよう、実務上どのような点に考慮すべきか。 
 

【資料１－３】 
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第 3 回（11 月下旬～年末） 

【テーマ】研究会報告書の会計士協会実務指針への反映 

（主な事項） 

ⅰ）指定正味財産について、使途の制約の基準やその具体例、一般正味財産

への振替のタイミングやその具体例を、実務指針に記載する必要はないか。 

ⅱ）研究会報告書において「『その他有価証券』に分類された債券は、償却

原価法を適用した上で時価評価する」とされたことを踏まえ、この変更を

適用した場合の過年度修正の方法など、実務上の取扱いをどうするか。 

ⅲ）公益目的事業のみを実施する法人が、今後、正味財産増減計算書内訳表

における法人会計区分を省略するに当たっての留意事項 

 

（予備日 １月中・下旬） 

 

第 4 回（2 月中旬） 

１ 本年度の研究会報告書案（パブリックコメント案）の検討 

２ 日本公認会計士協会の実務指針案の最終確認 

 

 

〔パブリックコメント（2月中旬～3 月上旬）〕 

 

 

第 5 回（3 月中旬） 

本年度の研究会報告書の確定 



 

1 

 

公益法人の会計に関する研究会運営要領 

 

 

平成２５年８月５日 

公益法人の会計に関する研究会申合せ 

 

 

１．構成及び運営 

(1) 座長は公益法人の会計に関する研究会（以下「研究会」という。）のメンバー

の互選により定め、座長代理及び主査はメンバーの中から座長が指名する。 

(2) 研究会は、座長が招集する。 

(3) 座長代理は、座長を補佐し、座長が不在のときは、その職務を代行する。 

(4) 主査は、座長を補佐し、審議の内容を整理し、取りまとめを行う。 

(5) 座長は、課題を検討するに際し必要な範囲において、関係者等の出席を求め、

意見を聴くことができる。 

 

２．議事の進行等 

(1) 会議の進行は、座長が務める。 

(2) 議事要旨は、内閣府公益認定等委員会事務局において作成し、座長の確認を求

める。 

 

３．庶務 

研究会の庶務は、内閣府公益認定等委員会事務局において処理する。 

【資料１－４】 
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（只今、集計作業中のため取扱いに注意願います。） 

 

公益法人の制度会計についてのアンケート結果（速報） 

平成27年10月2日 

Ⅰ 概要 

  実施期間：平成27年9月7日～9月18日 

  対象法人：平成27年3月以降に事業年度が終了し、当該事業年度の財務諸表等を作成

した内閣府の公益法人又は移行法人 

  対象法人数： 3,696法人                           

          （うち、公益社団法人 636、公益財団法人 1,413 

              移行社団法人 833、移行財団法人  814 ） 

  有効回答数： 1,206法人（32.6％） 

          （うち、公益社団法人 217、公益財団法人  524 

              移行社団法人 213、移行財団法人  252  ） 

 

Ⅱ 結果 

項目１： 法人運営及び定期提出書類を作成するにあたり、今回の報告書及び改定FAQ

は、貴法人にとって役立ちましたか？ 

■ 大変、役立った              ： 139法人（11.5％） 

■ まあまあ役立った          ： 187法人（15.5％） 

■ 一部、項目によっては役立った  ： 444法人（36.8％） 

■ 役立ったかどうかわからない   ： 308法人（25.6％） 

■ ほとんど、役立っていない     ： 128法人（10.6％） 

                       合計 ；1,206法人（100.0） 

 

項目２： 今回の報告書及び改定FAQで取り扱われて内容で適用したもの（２－１）及び法

人内部で考え方を整理したもの（２－２）について以下にご回答ください。 

２－１ 適用したもの（複数選択可） 

■ 収支相償の剰余金解消計画の1年延長  ： 69法人   

■ 正味財産増減計算書内訳表における法人会計区分の義務付けの緩和 ： 120法人 

■ 正味財産増減計算書内訳表の正味財産残高の記載方法 ： 281法人 

■ 公益目的保有財産としての金融資産の取得 ： 34法人 

■ 災害時に備える資金の積立  ： 11法人 

※ 「収支相償の剰余金解消計画の1年延長」の場合、剰余金の金額を以下から選択し

てください。 

■ １億円未満 ： 63法人 

■ 1億円以上 ：  4法人 

（空欄 ： 2法人） 

２－２ 考え方を整理したもの（複数選択可） 

■ 収支相償・遊休財産規制と指定正味財産の考え方 ： 211法人 

■ 実施事業資産の注記  ： 58法人 

【資料２】 
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■ 事業費・管理費の考え方と例示  ： 307法人 

■ 他会計振替の考え方 ： 142法人 

 

項目３：収支相償の充足と剰余金が生じた場合の解消説明について、以下にご回答くださ

い。 

３－１ 平成27年4月以降提出の定期提出書類の項目にある別表Aの収支相償について、

以下から選択してください。 

■ 充足している  ： 550法人 

■ 剰余金が生じている ： 136法人 

    

３－１－１ 「充足している」の場合で特定費用準備資金の積立をしている場合、以下か

ら選択してください。 

     ■ 積立をしていない  ： 423法人 

■ 災害時に備える資金の積立（剰余金の発生している事業が、災害救援等であ

る場合） ： 0法人 

 ■ 上記以外の積立（以下に内容を記載願います。） ： 106法人 

       （内容：                                        ） 

        主な回答 

         ○年周年記念事業資金 ： 17法人 

         国際会議積立資金    ：  6法人 

         奨学金資金積立資金  ：  4法人 

         建物等修繕積立関係  ：  10法人 

         公益目的事業積立金関係  ： 7法人 

        （只今、集計作業中） 

          

  ３－１－２ 「剰余金が生じている」の場合に以下からひとつ選択してください。 

     ■ 特定費用準備資金を積立ても剰余金が生じている。 ： 30法人 

     ■ 特定費用準備資金を取崩で剰余金が生じている。 ： 9法人 

■ 特定費用準備資金の積立・取崩で剰余金が生じている。 ： 7法人 

 

３－２ 剰余金が生じている場合、別表A（１）及び別表Ａ（２）の剰余金の解消理由について

以下から選択してください（複数選択可） 

 

   ３－２－１ 第一段階 以下からひとつ選択してください。 

■ 将来の公益目的事業の拡大 ： 44法人 

■ その他（内容を以下に簡潔に記載してください。） ： 44法人 

        （内容：                                      ） 

         主な回答 

 剰余金相当額を、加入者の支払った特約料の割引分として返金すること

で収支相償を図る計画である。 
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 公益目的事業の中の公○の事業について、昭和 00 年度導入の電算システ

ムがプログラム上の不具合により帳票が出力されないものがあるなど、不便性

を生じているので、新機種のものを導入し、リース債務を計上し、剰余金を充て

ることとする。 

 単年度限りの臨時収入があったが、単年度限りの事業費の拡大はできな

かった。剰余金は翌事業年度で解消する。 

 資料のデジタル化推進、会計科目の公・法比率を適正に修正、流動資産

の一部固定資産化など。 

 平成２６年度の剰余金は、事業収入や事業費の増加に起因するものでは

なく、過去に購入した為替連動債券の受取利息が円安により増加したことによ

るもの。当該債券の多くは平成２６年度中に償還したため、平成２７年度以降は

受取利息が減少し、剰余金はでないものと見込まれる。 

 次年度予算で公益事業に赤字が見込まれているため、その経費負担に

充当する予定。 

 前年度事業未達だったため剰余金が発生した。今年度に、昨年度できな

かった事業を行い、剰余金を解消予定である。 

 本年度の剰余は想定外の急激な円安で利金が大幅に増加したことによる

もの。来年度は利金の減少を見込んでおり、適切な支出を図ることにより同額

程度の損失が生じる予定 

（只今、集計作業中） 

 

３－２－２ 第二段階（50％繰入の場合） 以下から選択してください（複数選択可） 

   ■ 資産の取得・改良の資金の積立 ： 22法人 

 ■ 公益目的保有財産の取得 ： 25法人 

■ 将来の公益目的事業の拡大 ： 39法人 

■ その他（個別事情に応じた判断等、具体的な内容を以下に記載して下さい。） 

    ： 43法人 

 （内容：                                          ） 

         公益目的事業財産の取得  ：3法人 

         資産取得資金の積立 ： 5法人 

         その他の主な回答 

 次年度の公益目的事業会計がマイナスの見込みであるため、この剰余金

は解消される予定。 

 一部の翻訳出版作品の発刊が翌年度に繰り越したため、費用が過少とな

り剰余金が生じたもので、翌年度で解消する見込み。 

 2015年度は過去2年と異なり、人件費関係が大幅な増額となるため、剰余

金はほぼ相殺されることになる。 

 次年度予算で公益目的事業に赤字が見込まれているため、その経費負

担に充当する予定。 

 本年度の剰余は想定外の急激な円安で利金が大幅に増加したことによ

る。来年度は利金の減少を見込んでおり、適切な支出を図ることにより同額程
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度の損失が生じる予定である。 

（只今、集計作業中） 

 

  ３－２－２－１「公益目的保有資産の取得」の場合、以下から選択してください。 

■ 金融資産以外の取得 ： 10法人 

■ 金融資産の取得 ： 13法人 

   ３－２－２－２「将来の公益目的事業の拡大」の場合、以下からひとつ選択してくださ

い。 

■ 将来の公益目的事業の拡大について解消計画を示した。 ： 28法人 

■ 将来の公益目的事業の拡大については、特別な事情や合理的な理由を示し

て、解消計画立案のための検討スケジュールを示した。  ： 8法人 

 

以上 
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公益法人の制度会計についてのアンケートに実施について 

 

平成27年9月7日 

 

アンケート実施の趣旨 

 

公益法人の会計に関する諸課題を検討するために設置された会計研究会（以下、「研究

会」という。）は、去る平成 27 年 3 月 26 日をもって、「公益法人の会計に関する諸課題の状

況について（以下、「報告書」という。）が公益認定等委員会の承認を経て、公表され、合わ

せて、「新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問（以下、「FAQ」という。）の改

定も行われました。 

本報告書は、平成 20 年 12 月の新公益法人制度の施行以来約 5 年ぶりに、初めて、会

計上の課題を洗い出して優先順位を決定して検討を行ったものです。今後も引き続き検討

を行います。 

3月決算の法人にあって、今回の報告書及び改定FAQを踏まえて提出しているものと考

えられますので、平成27年度の研究会における検討に資するため、下記のアンケートを実

施しますので、御協力いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１．アンケート対象 

平成27年3月以降に事業年度が終了し、当該事業年度の財務諸表等を作成した内閣

府の公益法人又は移行法人を対象とします。 

 

 

２．アンケート項目 

 （公益法人のご担当の方は、すべてを、また、移行法人のご担当の方は、①、②をご回答

ください。） 

①  今回の報告書及び改定FAQの役立て 

 

②  今回の報告書及び改定FAQで適用したもの 

 

③  収支相償とその解消説明の記載 

 

 

３．アンケート実施方法 

  別紙に必要事項を記入の上、平成27年9月18日までに返信下さい。 

 

 

参考資料 
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（別紙） 

 

公益法人の制度会計についてのアンケート 

 

  以下の項目について回答をお願いいたします。 

  なお、公益法人は、すべての項目について、また、移行法人は、１及び２についてご記

入願います。 

 

法人名：                          （必須） 

 

以下より、チェックをお願いします。（必須） 

   □ 公益社団法人 

   □ 公益財団法人 

   □ 一般社団法人（移行法人） 

   □ 一般財団法人（移行法人） 

 

１．法人運営及び定期提出書類を作成するにあたり、今回の報告書及び改定 FAQ は、貴

法人にとって役立ちましたか？以下より、チェックをお願いします。（必須） 

□ 大変、役立った 

□ まあまあ役立った 

□ 一部、項目によっては役立った 

□ 役立ったかどうかわからない 

□ ほとんど、役立っていない 

 

２． 今回の報告書及び改定FAQで取り扱われた内容で適用したもの（２－１）及び法人内部

で考え方を整理したもの（２－２）について以下にご回答ください。 

２－１ 適用したもの（複数選択可） 

□収支相償の剰余金解消計画の1年延長  

□正味財産増減計算書内訳表における法人会計区分の義務付けの緩和 

□正味財産増減計算書内訳表の正味財産残高の記載方法 

□公益目的保有財産としての金融資産の取得 

□災害時に備える資金の積立 

（２－1で「収支相償の剰余金解消計画の1年延長」を選択した場合のみ回答して下さい） 

２－１－１ 剰余金の金額を選択してください。 

□１億円未満 

□1億円以上 

２－２ 考え方を整理したもの（複数選択可） 

□収支相償・遊休財産規制と指定正味財産の考え方 

□実施事業資産の注記 



                               

7 
 

□事業費・管理費の考え方と例示 

□他会計振替の考え方 

 

３．収支相償の充足と剰余金が生じた場合の解消説明について、以下にご回答ください。 

３－１ 平成27年4月以降提出の定期提出書類の項目にある別表Aの収支相償について選

択してください。 

□充足している 

   □剰余金が生じている 

 

（３－１で「充足している」を選択した場合のみ回答してください） 

 

３－１－１ 特定費用準備資金の積立について選択してください。 

  □積立をしていない 

□災害時に備える資金の積立をしている（剰余金の発生している事業が、災害救援等

である場合） 

 □上記以外の積立をしている（以下に内容を記載願います。） 

   （内容：                                               ） 

 

   ⇒３－１で「充足している」を選択した場合は、アンケートは以上になります。ページ下  

部の「内容確認画面へ進む」ボタンを押下して次に進んでください。 

 

（３－１で「剰余金が生じている」を選択した場合は３－１－２及び３－２を回答してください） 

 ３－１－２ 選択してください 

 □特定費用準備資金を積立ても剰余金が生じている。 

 □特定費用準備資金を取崩で剰余金が生じている。 

   □特定費用準備資金の積立・取崩で剰余金が生じている。 

 

３－２ 剰余金が生じている場合、別表A（１）及び別表Ａ（２）の剰余金の解消理由につい

て以下から選択してください 

 

  ３－２－１ 【第一段階】ひとつ選択してください 

□将来の公益目的事業の拡大 

□その他（内容を以下に簡潔に記載してください） 

    （内容：                                               ） 

 

３－２－２ 【第二段階（50％繰入の場合）】選択してください（複数選択可） 

   □資産の取得・改良の資金の積立 

□公益目的保有財産の取得 

□将来の公益目的事業の拡大  

□その他（個別事情に応じた判断等、具体的な内容を以下に記載して下さい。） 

 （内容：                                             ） 
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（３－２－２で「公益目的保有資産の取得」を選択した場合のみ回答してください） 

 ３－２－２－１ 選択してください。 

□金融資産以外の取得 

□金融資産の取得 

 

（３－２－２で「将来の公益目的事業の拡大」を選択した場合のみ回答してください） 

 ３－２－２－２将来の公益目的事業の拡大の場合、以下からひとつ選択してください 

□将来の公益目的事業の拡大について解消計画を示した 

□将来の公益目的事業の拡大については、特別な事情や合理的な理由を示して、解

消計画立案のための検討スケジュールを示した 

 

 

  ご協力ありがとうございました。 
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（日本公認会計士協会提出資料） 

公益法人会計基準に明示されていない新たな会計事象への対応の基本的な考え方 

 

1. 背景 

内閣府からの要請にもとづき、公益法人会計基準（いわゆる平成 20 年基準を指し、以

下、「基準」という。）を適用している公益社団・財団法人および一般社団・財団法人（以

下「公益法人等」という。）が、基準に定めのない会計事象について企業会計を斟酌した

会計処理や開示を行う必要性があるか、また、そのような会計処理を行った場合のメリッ

ト・デメリットについて検討した。具体的には次の企業会計の基準についての公益法人等

への適用可能性について検討対象とした。 

 

①  「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第２６号 平成１０年６月１６日 企業会

計審議会 改正平成２４年５月１７日 企業会計基準委員会） 

②  「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号 平成１１年１月２２日 企業会

計審議会 最終改正平成２０年３月１０日 企業会計基準委員会） 

③  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号 平成５年６月１７日 企業会

計審議会第一部会 改正平成１９年３月３０日 企業会計基準委員会） 

④  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 改正平成２０年９月２６

日） 

⑤  「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第１５号 平成１９年１２月２７日） 

⑥ 「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第１８号 平成２０年３月３１日） 

⑦ 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準（企業会計基準第２０号 改正 平

成２３年３月２５日） 

⑧ 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第２４号 平成２１

年１２月４日） 

⑨ 「固定資産の減損に係る会計基準」（平成１４年８月９日 企業会計審議会） 

 

2. 公益法人等への企業会計の基準の適用の基本的な考え方 

公益法人等の利害関係者や財務諸表の利用目的の観点から検討を加えた。 

まず、利害関係者であるが、主に行政利用目的に限る公益認定等委員会等を除けば寄付

者、会員、債権者、取引先のほか、不特定かつ多数の第三者等多岐にわたると考えられる。

これらの利害関係者の財務諸表利用目的であるが、それぞれの立場において異なってくるも

のと想定される。これらのことから考えれば、公益法人等における外部運営環境を踏まえて、

運営上生じた事象の経済実態を適切に財務諸表にあらわすとともに必要な情報開示を積極

的に行い、そのうえで適正に開示した情報の利用方法は各利害関係者にまかせるべきであ

ると考える。ここで、運営上生じた事象の経済実態を適切にあらわし、公益法人等の資産、負

【資料３－１】 
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債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況をより適切に表示するための方法として

は、考えうるすべての事象について改めてあるべき会計処理を検討する方法も考えられるが、

これらにすでに対応してきている企業会計の基準を参照することも有益であると考えられる。

発生しうる事象自体は一般企業においても公益法人等においても経済的実質は同一と考え

ても差し支えないと思われるものが多く、それらについては原則として企業会計の基準を適

用すべきである。  

ただし、上記は会計処理に関する部分についての考えであり、注記に関する部分について

は金商法ベース、会社法ベース、基準以外のものは不要といった考え方があるが、一般法人

法が基本的に会社法に準拠して制定されていることを鑑み、現時点では基準で要求されてい

るもののほかについては会計監査人設置法人か否かの区分ごとに会社計算規則で要求さ

れる項目について開示するということが穏当と考えられる。 

なお、基本的な考え方は以上のとおりであり、企業会計の基準を適用することに会計上の

デメリットは見られない。しかし、これらの中には、そのままの適用を行うことが公益法人制度

上支障があるとの懸念があるものも考えられる。そのため、上記企業会計の基準ごとに、そ

の適用にあたり検討すべき事項を洗い出した。 

また、ここでは公益法人等の事務処理の煩雑性といったデメリットおよび重要性の観点は

考慮していない。 

 

 

3. 企業会計の基準ごとの検討結果 

① 基準公表前に企業会計に導入されている企業会計の基準 

●「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第２６号 平成１０年６月１６日 企

業会計審議会 改正平成２４年５月１７日 企業会計基準委員会） 

・ 基準においても同会計の適用が前提となっている。具体的適用方法に関して同

基準に定める方法によることに特に支障は見当たらず、また、同基準に準拠し

ない場合、適用すべき他の方法も見当たらない。 

 

●「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号 平成１１年１月２２日 企

業会計審議会 最終改正平成２０年３月１０日 企業会計基準委員会） 

・ 基準では基本的には時価会計を適用することとされており、これ以外の点にお

いては基準においても同会計の適用が前提となっている。基準と企業会計の基

準との異同点については別紙で検討している、 

・ なお、注記については会社法ベースが穏当と既述しているが、金融商品を多額

に保有する場合が多い公益法人等の現況を踏まえつつ、基準上金融商品に関

する注記事項を定めているが、これに加えて、金融商品の時価開示が必要か

に関し、その在り方についても別紙１で検討している。 
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●「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号 平成５年６月１７日 企

業会計審議会第一部会 改正平成１９年３月３０日 企業会計基準委員会） 

・ 基準においても同会計の適用が前提となっている。具体的適用方法に関して同

基準に定める方法をによることに特に支障は見当たらず、また、同基準に準拠

しない場合、適用すべき他の方法も見当たらない。 

 

●「固定資産の減損に係る会計基準」（平成１４年８月９日 企業会計審議会） 

・ 基準において公益法人等の特性を考慮した処理方法を規定しており、これによ

るべき。 

 

●「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 改正平成２０年９月

２６日） 

・ 基準において低価法の強制について規定されており、これによるべき。ただし、

企業会計の基準と実質的な差異はなく、企業会計の基準に準拠することに変更

することも特に支障はないものと考える。 

 

●「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第１５号 平成１９年１２月２７日） 

・ 基準において特に規定はない。具体的適用方法に関して同基準に定める方法

によることに特に支障は見当たらず、また、同基準に準拠しない場合、適用す

べき他の方法も見当たらない。 

 

 

② 基準公表後に企業会計に導入された企業会計の基準 

 

●「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第１８号 平成２０年３月３１

日） 

・ 基準において特に規定はない。具体的適用方法に関して同基準に定める方法

によることに特に支障は見当たらず、また、同基準に準拠しない場合、適用す

べき他の方法も見当たらない。 

 

 

●「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準（企業会計基準第２０号 改正 

平成２３年３月２５日） 

・ 基準において特に規定はない。具体的適用方法に関して同基準に定める方法
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によることに特に支障は見当たらず、また、同基準に準拠しない場合、適用す

べき他の方法も見当たらない。なお、会社法ベースでも注記事項とされている。 

 

●「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第２４号 平

成２１年１２月４日） 

・ 基準において特に規定はない。 

・ 公益法人等で同基準を適用できるか否かについては、次の点について検討し、

結論を得ることが必要である。 

○前期数値の基準における位置づけ（比較情報の考え方） 

  ○会計上の金額と定期提出書類の金額の連動性 

○基準における前期損益修正損益の規定との整合性 

・ 詳細は別紙参照 

 

 

以上 
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 金融商品会計に関する整理  
 

I. 総論 

平成 20 年基準導入時において、企業会計における現行の金融商品会計基準は

適用されていたため、企業会計と公益法人会計基準に金融商品に関する会計処

理及び開示に大きな相違はない(詳細は「Ⅲ. 相違事項まとめ 参照」)。 

 

II. 「⾦融商品の状況に関する事項」及び「⾦融商品の時価等に関する事項」 

しかしながら、『金融商品に関する会計基準』の平成 20 年改正にて導入され

た「金融商品の状況に関する事項」及び「金融商品の時価等に関する事項」に

関する注記(以下、「時価等の注記」という。) が公益法人会計基準において求め

られていない。 
「時価等の注記」は、『金融商品に関する会計基準』において、「~略~しかし、

その後の証券化の拡大や金融商品の多様化等、金融取引を巡る環境が変化する

中で、それ以外の金融商品についても時価情報に対するニーズが拡大しており、

また、国際的な会計基準でも、時価に関する情報開示は拡大している。(119 項)」
「~略~金融商品の時価を開示することは、投資者に対して有用な財務情報を提

供することになるという意見も多い。～略～会計基準等によって企業の側にお

いて金融商品のリスク管理等を一層徹底するインセンティブを高めるためにも

金融商品の時価等を開示することに意義があるという意見もある。～略～金融

商品の状況やその時価等に関する事項の開示の充実を図ることとした(120 項)。」
とされている。 
公益法人等においては、財務諸表の利用者として、投資者は想定されておら

ず、いわゆる企業価値を算定するニーズは少ない。しかしながら、大規模な財

団法人等、公益法人等の中には、多数・多様な金融商品を保有する法人も存在

すると考えられ、公益法人会計基準においても「時価等の注記」により、金融

商品の状況やその時価等に関する事項の開示の充実を図ることは有意義である

と考えられる。なお、企業会計同様、保有する金融商品に重要性が乏しい場合

は、注記の省略は認められるものと考えられる。 

 
 

〈資料３－１〉別紙１
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III. 相違事項まとめ 

1. 処理に関する相違 

(1) その他有価証券のうち時価のあるものに関する会計処理 

① その他有価証券の定義 
企業会計 公益法人会計基準 

売買目的有価証券、満期保有目的の

債券、子会社株式及び関連会社株式

以外の有価証券 

なし

(満期保有目的の債券並びに子会社

株式及び関連会社株式以外の有価証

券) 
※売買目的有価証券の定義もなし 
 
公益法人の事業特性から、売買目的

有価証券の保有は想定されない。加

えて、下記記載のとおり、「その他有

価証券」と「売買目的有価証券」の

会計処理の相違は生じない。 
 
② 会計処理 

企業会計 公益法人会計基準 
時価をもって貸借対照表価額とし、

評価差額は洗い替え方式に基づき、

次のいずれかにより処理する。 
(1) 評価差額の合計額を純資産の部

に計上する。 
(2) 時価が取得原価を上回る銘柄に

係る評価差額は純資産の部に計上

し、時価が取得原価を下回る銘柄に

係る評価差額は当期の損失として処

理する。 
なお、純資産の部に計上されるその

他有価証券の評価差額については、

税効果会計を適用 
しなければならない。 

時価をもって貸借対照表価額とす

る。 
時価評価に伴って生じる評価差額

は、当期の正味財産増減額として処

理する。 

 指定正味財産と一般正味財産の別
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(2) 償却原価法の適⽤ 
企業会計 公益法人会計基準 

適用有り 
(明文化された)重要性の原則の適用

なし 

適用有り

(明文化された)重要性の原則の適用

あり 
(3) ヘッジ会計 

企業会計 公益法人会計基準 
適用有り 
繰延ヘッジと時価ヘッジ 

明文無し

その他有価証券の評価差額の処理

に同じく、当期の損益を通さずに処

理する会計処理は考えられないこと

から、繰延ヘッジは事実上適用不可。

また、時価ヘッジについても、そも

そものヘッジ対象となりうるその他

有価証券が当期の損益通し処理され

るため、適用されない(逆に、時価ヘ

ッジは強制適用されている)。 
 

2. 開⽰に関する相違 

(1) 注記事項 

① 会社法との⽐較 
企業会計 公益法人会計基準 

「会社計算規則」において、金融商

品に関して、以下の注記が求められ

ている。 
・金融商品の状況に関する事項 
・金融商品の時価等に関する事項 
※ただし、(明文化された)重要性の

原則の適用あり 
※ ただし、会計監査人設置会社以外

の株式会社(公開会社を除く)におい

ては、求められていない。 

明文無し
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② ⾦融商品会計基準との⽐較 
企業会計 公益法人会計基準 

「金融商品会計基準」において、金

融商品に関して、以下の注記が求め

られている。 
(1) 金融商品の状況に関する事項 
① 金融商品に対する取組方針 
② 金融商品の内容及びそのリスク 
③ 金融商品に係るリスク管理体制 
④ 金融商品の時価等に関する事項

についての補足説明 
(2) 金融商品の時価等に関する事項 
なお、時価を把握することが極めて

困難と認められるため、時価を注記

していない金融商品については、当

該金融商品の概要、貸借対照表計上

額及びその理由を注記する。 

明文無し

 

③ 公益法⼈会計基準にて求められている注記 
企業会計 公益法人会計基準 

会社計算規則においては、右記に対

応する注記はなし。ただし、財規に

はあり(下記) 

満期保有目的の債券の内訳並びに帳

簿価額、時価及び評価損益 

 

④ 財務諸表等規則との⽐較 
企業会計 公益法人会計基準 

財規 8-6-2(金融商品に関する注記) 
～詳細省略～ 

明文無し

財規 8-7(有価証券に関する注記) 
 
1. 有価証券については、以下の注記

が求められている。 
① 売買目的有価証券関係 
～略～ 
 
 

 
 
 
 
明文無し 
(公益法人会計基準には、売買目的有

価証券の定めがない) 
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② 満期保有目的の債券関係

 当該債券を貸借対照表日における

時価が貸借対照表日における貸借対

照表計上額を超えるもの及び当該時

価が当該貸借対照表計上額を超えな

いものに区分し、その区分ごとの次

に掲げる事項 
イ 貸借対照表日における貸借対照

表計上額 
ロ 貸借対照表日における時価 
ハ 貸借対照表日における貸借対照

表計上額と貸借対照表日における時

価との差額 
 
③ 子会社株式及び関連会社株式関

係 
～略～ 
 
④ その他有価証券関係 
～略～ 
 
⑤ 売却した満期保有目的の債券 
～略～ 
 
⑥ 当該事業年度中に売却したその

他有価証券 
～略～ 
２ 保有目的の変更 
～略～ 
３ 減損処理 
～略～ 
 

 
 
満期保有目的の債券の内訳並びに帳

簿価額、時価及び評価損益 
 
 
 
 
 
 
 
 
明文無し 
 
 
明文無し 
 
 
明文無し 
 
 
明文無し 
 
 
明文無し 
 
明文無し 

財規 8-8(デリバティブ取引に関する

注記) 
 
デリバティブ取引については、次の

各号に掲げる取引の区分に応じ、当

該各号に定める事項を注記しなけれ

ばならない。ただし、重要性の乏し

明文無し
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いものについては、注記を省略する

ことができる。  
 
～詳細省略～ 
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(2) 附属明細表・財産⽬録等 
企業会計 公益法人会計基準 

会社計算規則においては、附属明細

書に金融商品に関するものはない。 
 
財務諸表等規則において、「有価証券

明細表」の作成が求められている。 

金融商品、有価証券に関する附属明

細書はなし。 
 
財産目録において、「有価証券明細

表」と同レベルの開示が行われる。 
 

以上 
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公益法人会計基準における 

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」適用可否 

（企業会計基準第２４号 平成２１年１２月４日） 

 
 
企業会計では、会計基準の国際的なコンバージェンスの取組みを進めるにあ

たり、国際的な会計基準で見られるような、会計方針の変更、表示方法の変更

及び誤謬の訂正が行われた場合の過去の財務諸表の遡及処理に関する取扱いに

ついて、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24
号 平成 21 年 12 月４日）(以下「過年度遡及会計基準」という。）に定め、財

務諸表利用者への比較情報提供を担保している。 

 
 一方、公益法人会計では、貸借対照表及び正味財産増減計算書で前年度金額

を開示しているが、公益法人会計基準注解(注 14) 「一般正味財産増減の部にお

ける経常外増減に属する項目について」において、「一般正味財産増減の部にお

ける経常外増減に属する項目には、臨時的項目及び過年度修正項目がある。」と

定められており、過年度修正の遡及処理を求めていない。 
しかしながら、過年度遡及会計基準は、公益法人会計基準最終改正(平成 21

年 10 月 16 日)以降に定められているため、公益法人会計におけるその取扱いが

問題となる。 

 
 過年度遡及会計基準は、過去の期間への遡及処理によって期間比較可能性及

び企業間の比較可能性を向上し、財務諸表の意思決定有用性を高めることを目

的としており、この目的は、どのような法人形態であっても志向すべきことで

ある。公益法人会計における財務諸表利用者（役員等の内部意思決定者、寄附

者・銀行等の資金提供者、内閣府等の行政監督者等）の財務諸表利用目的（※）

を想定した場合、公益法人会計において過年度遡及会計基準を適用することは

有用と考えられる。 
（※）非営利組織会計検討会による報告「非営利組織の財務報告の在り方に関

する論点整理」（平成 27 年 5 月 26 日 日本公認会計士協会）Ⅱ２．より、「主

たる情報利用者である資源提供者及び債権者の情報ニーズは、（略）このうち、

会計に期待されるのは「継続的活動能力」と「活動の努力及び成果に関する実

績」を理解するための情報であると整理した」とある。 

 
一方で、「監査基準の改訂に関する意見書」（平成 22 年３月 26 日企業会計審

〈資料３－１〉別紙２ 
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議会）二 ４(1)では、「財務諸表の期間比較可能性を確保・向上し、投資者に有

用な情報を提供する観点から、金融商品取引法上、前期の財務諸表は、当期の

財務諸表の一部を構成するものとして、当期の財務数値に対応する前期の財務

数値を比較情報として位置づけ、これを開示することが適当である。」とされて

おり、公益法人会計基準における当年度及び前年度金額の開示が比較情報とし

て位置づけられるかどうかは議論の余地がある。 

 
また、学校法人及び独立行政法人においては、制度上の問題(補助金の返還実

務等)より過年度遡及会計基準を適用しない旨が公表されている。そのため、公

益法人及び移行法人においても、過年度遡及会計基準を適用することによる制

度上の問題がないかを整理する必要がある。 

 
例えば、過年度遡及処理を行った場合の定期提出書類作成時の疑問点として、

以下の事例が挙げられる。 
①収支相償の第一段階の判定で、前年度に剰余金が生じていた場合は当該剰余

金額を合計して判定することになるが、遡及処理を行った場合の当該金額の

取扱いはどうなるのか。 
②遡及処理を行った結果、控除対象財産の前年度の金額が変更となった場合、

別表 C（２）（控除対象財産）の期首金額の取扱いはどうなるのか。 
③遡及処理を行った場合、別表 H（１）（当該事業年度末日における公益目的

取得財産残額）の「前事業年度の末日の公益目的増減差額」の取扱いはどう

なるのか。 

 
  
以上より、過年度遡及会計基準を公益法人会計において適用する場合の整理

すべき事項は以下の通りである。 

 
   ・公益法人会計基準における比較情報の考え方 

 

   ・会計金額と申請金額の連動性 

 

   ・公益法人会計基準改正(注解 14)の可能性 

 
 

以 上 
 



【機密性2情報】

会計
基準 概　　要 公認会計士協会の考え方 適用の要否（事務局案）

基
本
的
考
え
方

(1)    会計処理に関する部分については、原
則として企業会計の基準を適用すべき。
(2)    注記に関する部分については、一般法
人法が基本的に会社法に準拠して制定され
ていることに鑑み、会社計算規則で要求さ
れる項目について開示するのが穏当と考え
られる。
(3)    公益法人制度上支障があるかどうかに
ついて、企業会計の基準ごとに検討すべ
き。

　一般法人法において「一般に公正妥当と認められる会
計の慣行に従うものとする」（119条・199条）と規定さ
れていることから、企業会計の基準によることを基本とし
つつも、個別の基準を公益法人に適用するか否かは、公
益法人に過度の事務負担を課さないようにするとともに、
利害関係者への開示や行政庁による監督の必要性等を
踏まえて検討すべき。

退
職
給
付

　20年基準の導入後、本基準が改
正され（平成24年）、従業員300
人超の企業に適用される「原則
法」に関し、財務諸表に影響する
以下の項目が見直されたが、これ
を公益法人にも適用するか。
　①退職給付債務及び勤務費用の
　　計算方法
　②複数事業主制度の取扱い
　③科目名称

【要】
　20年基準においても同会計の適用が前提
となっている。具体的適用方法に関して同
基準に定める方法によることに特に支障は
見当たらず、また、同基準に準拠しない場
合、適用すべき他の方法も見当たらない。

【現行どおり】
　20年基準でも本基準の適用が前提とされている。

　　　　　　　　　　　　企業会計基準の公益法人への適用の要否について 　　　　　 【資料３－２】
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【機密性2情報】

会計
基準 概　　要 公認会計士協会の考え方 適用の要否（事務局案）

金
融
商
品

　20年基準の導入後、本基準が改
正され（平成20年）、①金融商品
の状況に関する事項（金融商品の
内容やリスク、リスク管理体制な
ど）、②金融商品の時価等に関す
る事項（時価の算定方法に関する
説明）について注記することとされ
たが、この注記を公益法人にも求
めるか。

【要】
(1)　20年基準においても企業会計の適用が
前提となっている。具体的適用方法に関し
て同基準に定める方法によることに特に支障
は見当たらず、また、同基準に準拠しない
場合、適用すべき他の方法も見当たらな
い。
(2)    金融商品を多額に保有する場合が多い
公益法人等の現況を踏まえつつ、基準上金
融商品に関する注記事項を定めているが、
これに加えて、改正後の金融商品の時価等
の注記も適用すべき。
(3)    公益法人の財務諸表等の利用者として
投資家は想定されていないが、大規模な公
益財団法人においては、多種多様な金融商
品を保有する法人も存在することに鑑み、
開示の充実を図ることは有意義。
(4)    企業会計と同様、保有する金融商品に
重要性が乏しい場合、注記の省略は認めら
れる。

【現行どおり】

(1)    本事項の注記は、投資家にとっては必要不可欠な
情報だが、投資家が存在しない公益法人にそこまで求め
る必要性は乏しい。
（債権者と株主の保護を目的とする会社計算規則と同等
レベルの開示で十分。）

(2)    なお、公益法人が本事項について自主的に注記す
ることは妨げないが、その場合、継続的に適用すること
が必要。

リ
ー

ス
取
引

①ファイナンス・リース取引におけ
るリース資産の内容と減価償却方
法を注記する。
②解約不能なオペレーティング・
リース取引の未経過リース料（そ
の時点の貸借対照表には計上され
ない）を、リース期間が貸借対照
表日後１年以内に終わるものと１年
を超えるものとに区分して、注記す
る。

【要】
　20年基準においても企業会計の適用が前
提となっている。具体的適用方法に関して
本基準に定める方法をによることに特に支障
は見当たらず、また、同基準に準拠しない
場合、適用すべき他の方法も見当たらな
い。

【現行どおり】
　20年基準でも本基準の適用が前提とされている。
（債権者・株主保護を目的とする会社計算規則も同様）
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【機密性2情報】

会計
基準 概　　要 公認会計士協会の考え方 適用の要否（事務局案）

棚
卸
資
産
の

評
価

　通常の販売目的で保有する棚卸
資産は、取得価額をもって貸借対
照表価額とし、期末における正味
売却価額が取得価額より下落して
いる場合には、当該正味売却価額
をもって貸借対照表価額とする。

【要】
　20年基準に低価法の強制について規定さ
れており、これによるべき。ただし、企業
会計の基準と実質的な差異はなく、企業会
計の基準に準拠することに変更することも特
に支障はない。

【現行どおり】
　20年基準でも、時価が取得価額よりも下落した場合に
は時価をもって貸借対照表価額とするとされていることか
ら、本基準と実質的な相違はない。

工
事
契
約

【会計処理】
　工事の完成前でもその進捗度に
応じて当期の収益・原価を計上す
る「工事進行基準」を適用するた
めの要件や、工事進捗度の見積方
法など、工事契約の会計処理の
ルールを規定。

【注記事項】
　工事契約の会計処理に当たって
適用した基準（工事進行基準か工
事完成基準か）を明示するととも
に、工事進行基準を適用した場合
に決算日時点の工事進捗度を見積
もった方法などに関する注記を記載
する。

【要】
　20年基準において特に規定はない。具体
的適用方法に関して同基準に定める方法に
よることに特に支障は見当たらず、また、同
基準に準拠しない場合、適用すべき他の方
法も見当たらない。

【会計処理については要】
　工事契約の会計処理に関しては、本基準のほかに拠る
べき基準がないことから、公益法人にも適用すべき。

【開示・注記については現行どおり】
(1)    本事項の注記は、投資家にとっては必要不可欠な
情報だが、投資家が存在しない公益法人にそこまで求め
る必要性は乏しい。
（債権者と株主の保護を目的とする会社計算規則と同等
レベルの開示で十分。）
(2)    なお、公益法人が本事項について自主的に注記す
ることは妨げないが、その場合、継続的に適用すること
が必要。
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【機密性2情報】

会計
基準 概　　要 公認会計士協会の考え方 適用の要否（事務局案）

資
産
除
去
債
務

【会計処理】
　資産除去債務に対応する除去費
用の計上方法など資産除去債務の
会計処理のルールを規定。

【注記事項】
　資産除去の内容の説明や支払発
生までの見込期間などに関する注
記を記載する。

【要】
　20年基準において特に規定はない。具体
的適用方法に関して同基準に定める方法に
よることに特に支障は見当たらず、また、同
基準に準拠しない場合、適用すべき他の方
法も見当たらない。

【会計処理については要】
　資産除去債務の会計処理に関しては、本基準のほか
に拠るべき基準がないことから、公益法人にも適用すべ
き。

【開示・注記については現行どおり】
(1)    本事項の注記は、投資家にとっては必要不可欠な
情報だが、投資家が存在しない公益法人にそこまで求め
る必要性は乏しい。
（債権者と株主の保護を目的とする会社計算規則と同等
レベルの開示で十分。）
(2)    なお、公益法人が本事項について自主的に注記す
ることは妨げないが、その場合、継続的に適用すること
が必要。

賃
貸
等
不
動
産
の
時
価
等
の
開
示

　賃貸等不動産の状況（経営管理
と収益獲得目的不動産の区分な
ど）、時価（期末時価及び期中に
おける時価の変動など）に関する
事項を注記する。

【要】
　20年基準において特に規定はない。具体
的適用方法に関して同基準に定める方法に
よることに特に支障は見当たらず、また、同
基準に準拠しない場合、適用すべき他の方
法も見当たらない。なお、会社法ベースで
も注記事項とされている。

【現行どおり】
(1)    本事項の注記は、投資家にとっては必要不可欠な
情報だが、投資家が存在しない公益法人にそこまで求め
る必要性は乏しい。
（債権者と株主の保護を目的とする会社計算規則と同等
レベルの開示で十分。）
(2)    なお、公益法人が本事項について自主的に注記す
ることは妨げないが、その場合、継続的に適用すること
が必要。
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【機密性2情報】

会計
基準 概　　要 公認会計士協会の考え方 適用の要否（事務局案）

会
計
上
の
変
更
及
び
誤
謬
の
訂
正

　財務諸表について会計方針の変
更や誤謬の訂正が行われた場合、
過年度分についても遡って訂正さ
せ、行政庁に改めて提出させる。

【要】
(1)   基準において特に規定はない。具体的
適用方法に関して同基準に定める方法によ
ることに特に支障は見当たらず、また、同基
準に準拠しない場合、適用すべき他の方法
も見当たらない。

(2)    ただし、次の点について検討し、結論
を得ることが必要である。
ⅰ）前期数値の20年基準における位置づけ
（比較情報の考え方）
ⅱ）会計上の金額と定期提出書類の金額
の連動性
ⅲ）20年基準における前期損益修正損益の
規定との整合性

【現行どおり】
(1)    銀行や投資家等の利害関係者が融資や投資を判断
するに当たり、経年的にその業績の推移を把握する必要
がある営利企業とは異なって、公益法人については、年
度単位で収支が相償し、公益目的事業が適正に実施さ
れているかを確認すれば足りることから、「期間比較」
の必要性に乏しい。
(2)    会計方針を変更した場合であっても、変更前の算定
方法もその時点では適正なものであったことから、過年
度分にまで遡って訂正を求めるのは、法人にとって過剰
な負担となる。
(3)    誤謬についても、定期提出書類を訂正させれば、
収支相償の確認など必要な監督権が行使できることか
ら、再度の機関決定が必要となる財務諸表の訂正まで求
める必要性に乏しい。
(4)    仮に、会計方針の変更や誤謬の発覚に伴い前期分
を訂正せず、前期末剰余金と当期の期首剰余金とが相
違することとなっても、注記等によりその差額を説明すれ
ば支障はない。

固
定
資
産
の

減
損

　減損の兆候がある資産について
は、減損損失として処理する。

【否】
　20年基準において公益法人等の特性を考
慮した処理方法を規定しており、これによる
べき。

【現行どおり】
　20年基準においては、公益法人の特性を考慮し、資産
の時価が帳簿価額から概ね50%を超えて下落している場
合には時価をもって貸借対照表価額とすることとしており
（強制評価減）、引き続きこの方針により運用。
（この方針に合わせ、公認会計士協会の実務指針を改
定してはどうか。）
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